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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和1年10月31日(2019.10.31)

【公開番号】特開2019-91097(P2019-91097A)
【公開日】令和1年6月13日(2019.6.13)
【年通号数】公開・登録公報2019-022
【出願番号】特願2019-53222(P2019-53222)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｆ   1/32     (2012.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｆ    1/32     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和1年9月13日(2019.9.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基板上に位相反転膜が具備された位相反転ブランクマスクであって、
　前記位相反転膜は、少なくとも２層以上の多層膜を含み、酸素（Ｏ）、窒素（Ｎ）、炭
素（Ｃ）のうちの少なくとも１つを含む金属シリサイド化合物を含み、
　前記位相反転膜を構成する複数の膜は、前記透明基板から上方に離れるにつれて、酸素
（Ｏ）、窒素（Ｎ）、炭素（Ｃ）のうちの少なくとも１つの含有量を変化させることによ
り、あるエッチング溶液に対してエッチング速度を低下させており、及び
　前記位相反転膜の酸素（Ｏ）、窒素（Ｎ）、炭素（Ｃ）の含有量は下方に向かって低下
している、位相反転ブランクマスク。
【請求項２】
　前記位相反転膜は、ｉ線（３６５ｎｍ）、ｈ線（４０５ｎｍ）、ｇ線（４３６ｎｍ）を
含む複合波長の露光光に対して３５％以下の反射率を有する、請求項１に記載の位相反転
ブランクマスク。
【請求項３】
　前記位相反転膜を構成する各膜は、あるエッチング溶液に対してエッチング可能な物質
により形成され、互いに異なる組成を有し、前記異なる組成の各膜は１回以上積層して構
成されていることを特徴とする、請求項１又は２に記載の位相反転ブランクマスク。
【請求項４】
　前記位相反転膜は、多層膜を形成し、前記位相反転膜を構成する各膜は、単一膜又は連
続膜を形成していることを特徴とする、請求項１に記載の位相反転ブランクマスク。
【請求項５】
　前記位相反転膜を構成する各膜は、前記窒素（Ｎ）を含有した場合、０．１ａｔ％～７
０ａｔ％の窒素（Ｎ）含有量を有することを特徴とする、請求項１又は２に記載の位相反
転ブランクマスク。
【請求項６】
　前記位相反転膜は、ｉ線、ｈ線、ｇ線を含む複合波長の露光光に対して１％～４０％の
透過率を有することを特徴とする、請求項１又は２に記載の位相反転ブランクマスク。
【請求項７】
　前記位相反転膜は、ｉ線、ｈ線、ｇ線を含む複合波長の露光光に対して１０％以下の透
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過率偏差を有することを特徴とする、請求項１又は２に記載の位相反転ブランクマスク。
【請求項８】
　前記位相反転膜は、ｉ線、ｈ線、ｇ線を含む複合波長の露光光に対して１６０゜～２０
０゜の位相反転量を有することを特徴とする、請求項１又は２に記載の位相反転ブランク
マスク。
【請求項９】
　前記位相反転膜は、ｉ線、ｈ線、ｇ線を含む複合波長の露光光に対して４０゜以下の位
相量偏差を有することを特徴とする、請求項１又は２に記載の位相反転ブランクマスク。
【請求項１０】
　前記位相反転膜は、４００ｎｍ～９００ｎｍ以下の波長のうちの一つの波長で最低反射
率を有することを特徴とする、請求項１又は２に記載の位相反転ブランクマスク。
【請求項１１】
　前記位相反転膜は５００Å～１，５００Åの厚さを有し、前記位相反転膜を構成する各
膜は５０Å～１，４５０Åの厚さを有することを特徴とする、請求項１又は２に記載の位
相反転ブランクマスク。
【請求項１２】
　前記金属シリサイド化合物膜は、アルミニウム（Ａｌ）、コバルト（Ｃｏ）、タングス
テン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、バナジウム（Ｖ）、パラジウム（Ｐｄ）、チタン（Ｔ
ｉ）、プラチナ（Ｐｔ）、マンガン（Ｍｎ）、鉄（Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ）、カドミウ
ム（Ｃｄ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、マグネシウム（Ｍｇ）、リチウム（Ｌｉ）、セレン
（Ｓｅ）、銅（Ｃｕ）、イットリウム（Ｙ）、硫黄（Ｓ）、インジウム（Ｉｎ）、スズ（
Ｓｎ）、ボロン（Ｂ）、ベリリウム（Ｂｅ）、ナトリウム（Ｎａ）、タンタル（Ｔａ）、
ハフニウム（Ｈｆ）、ニオブ（Ｎｂ）のいずれか１種以上の金属物質にシリコン（Ｓｉ）
が含まれてなるか、又は前記金属シリサイドに窒素（Ｎ）、酸素（Ｏ）、炭素（Ｃ）、ホ
ウ素（Ｂ）、水素（Ｈ）のいずれか１種以上の軽元素物質をさらに含む化合物を含むこと
を特徴とする、請求項１又は２に記載の位相反転ブランクマスク。
【請求項１３】
　前記位相反転膜の金属シリサイド化合物膜は、ＭｏＳｉＯ、ＭｏＳｉＮ、ＭｏＳｉＣ、
ＭｏＳｉＯＮ、ＭｏＳｉＣＮ、ＭｏＳｉＣＯ、ＭｏＳｉＣＯＮのいずれか一つを含むこと
を特徴とする、請求項１２に記載の位相反転ブランクマスク。
【請求項１４】
　前記金属シリサイド化合物膜は、モリブデン（Ｍｏ）２ａｔ％～３０ａｔ％、シリコン
（Ｓｉ）２０ａｔ％～７０ａｔ％、窒素（Ｎ）５ａｔ％～４０ａｔ％、酸素（Ｏ）０～３
０ａｔ％、炭素（Ｃ）０～３０ａｔ％の含有量を有することを特徴とする、請求項１３に
記載の位相反転ブランクマスク。
【請求項１５】
　前記位相反転膜の上部に配置される遮光性膜又は１層以上の金属膜をさらに含むことを
特徴とする、請求項１又は２に記載の位相反転ブランクマスク。
【請求項１６】
　前記金属膜は、半透過膜、エッチング阻止膜、エッチングマスク膜のいずれか一つを含
むことを特徴とする、請求項１５に記載の位相反転ブランクマスク。
【請求項１７】
　前記遮光性膜及び金属膜は、クロム（Ｃｒ）、アルミニウム（Ａｌ）、コバルト（Ｃｏ
）、タングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、バナジウム（Ｖ）、パラジウム（Ｐｄ）
、チタン（Ｔｉ）、プラチナ（Ｐｔ）、マンガン（Ｍｎ）、鉄（Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ
）、カドミウム（Ｃｄ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、マグネシウム（Ｍｇ）、リチウム（Ｌ
ｉ）、セレン（Ｓｅ）、銅（Ｃｕ）、イットリウム（Ｙ）、硫黄（Ｓ）、インジウム（Ｉ
ｎ）、スズ（Ｓｎ）、ボロン（Ｂ）、ベリリウム（Ｂｅ）、ナトリウム（Ｎａ）、タンタ
ル（Ｔａ）、ハフニウム（Ｈｆ）、ニオブ（Ｎｂ）、シリコン（Ｓｉ）のいずれか１種以
上の金属物質を含んでなるか、又は前記金属物質に窒素（Ｎ）、酸素（Ｏ）、炭素（Ｃ）
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のいずれか１種以上の物質をさらに含んでなることを特徴とする、請求項１５に記載の位
相反転ブランクマスク。
【請求項１８】
　請求項１又は２に記載の位相反転ブランクマスクを用いて製造された位相反転フォトマ
スクであって、
　前記位相反転膜をエッチングして製造された、少なくとも２層以上の多層膜からなる位
相反転膜パターンを含み、
　前記位相反転膜パターンを構成する各膜は、酸素（Ｏ）、窒素（Ｎ）、炭素（Ｃ）のう
ちの少なくとも１つを含む金属シリサイド化合物を含み、ｉ線（３６５ｎｍ）、ｈ線（４
０５ｎｍ）、ｇ線（４３６ｎｍ）を含む複合波長の露光光に対して３５％以下の反射率を
有する位相反転フォトマスク。
【請求項１９】
　前記位相反転膜パターンは、上部縁と下部縁との間で１００ｎｍ以下の水平距離を有す
ることを特徴とする、請求項１８に記載の位相反転フォトマスク。
【請求項２０】
　前記位相反転膜パターンは、端部において上面と断面との間で７０゜～１１０゜の角度
（θ）を有することを特徴とする、請求項１８に記載の位相反転フォトマスク。
【請求項２１】
　前記位相反転膜の上部又は下部に配置される遮光性膜パターン又は１層以上の金属膜パ
ターンをさらに含むことを特徴とする、請求項１８に記載の位相反転フォトマスク。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
　前述したように、窒素（Ｎ）、炭素（Ｃ）、酸素（Ｏ）などの含有量は傾斜角特性及び
反射率特性の調節に影響を与えるため、薄膜の窒素（Ｎ）、炭素（Ｃ）、酸素（Ｏ）の含
有量を適切に調節すればよい。一例として、前述したように、傾斜角特性はＮ、Ｏ、Ｃの
含有量によって調節され、反射率特性はＮ、Ｏの含有量によって調節される。傾斜角特性
の改善のためには、Ｎ、Ｏの含有量は下方に向かって増加し、Ｃの含有量は下方に向かっ
て減少することが好ましく、反射率特性の改善のためには、Ｎ、Ｏの含有量は下方に向か
って減少することが好ましい。これを考慮する時、薄膜は、Ｎ、Ｏを下方へ近づくほど減
少させるだけでなく、Ｃも下方へ近づくほど減少させるように構成されてもよい。Ｎの減
少は反射率特性を改善するが傾斜角特性を劣化させる。しかしながら、傾斜角特性の劣化
はＣの増加によって補完して打ち消すことができる。
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